
令和８年度　部の事業計画

部局名 選挙管理委員会事務局 部局長名

部局の事業方針

優先順位 事　業　名 新規or継続 課　　名 総合計画の位置付け

1 県知事及び県議会議員選挙の執行 新規 選挙管理委員会事務局 27.行政運営

2 選挙管理委員会の開催 継続 選挙管理委員会事務局 27.行政運営

3 選挙人名簿の調製 継続 選挙管理委員会事務局 27.行政運営

4 裁判員候補者、検察審査員候補者の選定 継続 選挙管理委員会事務局 27.行政運営

5 投票率向上への取り組み 継続 選挙管理委員会事務局 27.行政運営

6 未来の有権者(小･中･高校生)に対する出前講座 継続 選挙管理委員会事務局 27.行政運営

～部・局の使命、役割を達成するために何に重点をおいて事業を展開するのか～

○令和９年４月執行の県知事（５月２日任期満了）及び県議会議員（４月２９日任期満了）選挙について、適正かつ円滑な管理運営のため
の準備を行い、選挙を執行する。
〇選挙人名簿の正確かつ適正な調整を行うとともに、その名簿による裁判員候補者予定者、検察審査員候補者予定者の適正な選定を
行う。
○現在の有権者のみならず未来の有権者（小・中・高校生）に対しても、日ごろから政治への関心を持ってもらうための積極的な啓発を
行う。

新田　浩幸

部・局の重点事業
～部・局の使命、役割を達成するために何に重点をおいて事業を展開するのか～


